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中央最低賃金審議会は７月２６日、全国平均で６円、３８府県で１円、大阪は４円引き上げという公

益委員見解を取りまとめましたが、その翌日、大阪労連は「最低賃金１０００円を早期に実現せよ」と

宣伝・座り込み行動を行い、延べ６５名が参加をしました。当日の行動は関西テレビが放映し、読売新

聞、赤旗、民報が報道しました。１０時から大阪地方最低賃金審議会総会が開催され、大阪労連から宮

武事務局長が意見陳述を行いました。 

 朝の宣伝行動                    労働局前の座り込み行動 

               

                            

                     

  

 

 

   最賃ひと言メッセージ５００名から            職場でもワッペンをして連帯 

 

  

 

 

 

 

 

大阪労連から１１名が参加しましたが、関経連の労働政策部も傍聴を行っていました。 

○ 産業別最賃の改正決定の必要性の有無 

 「局長から諮問を受け、特別小委員会を開催して４件の改正決定を必要と認め、審議を行うことにな



った。残り３件は８月９日特別小委員会で審議する」と公益委員から報告が行われ、玉井会長から労働

局長に「４件について必要と認める」と答申、労働局長から会長に「調査審議をお願いする」と諮問が

行われました。 

 ○ 平成２３年度地域別最低賃金改定の目安 

中央最低賃金審議会は７月２６日に報告をとりまとめた。しかし、答申は行われていないので、目安 

答申が出された直後の地域専門部会で伝達を行い、すみやかに委員には郵便で配布する」と事務方から 

報告があり、提出意見書について紹介が行われました。         

＊連合大阪北大阪地域協議会   ４２筆 

「早急に時間額８７０円以上、速やかに１０００円以上に引き上げること」「中小企業の生産性向上に

向けた支援策」 

＊大阪労連  ２７９筆 

・「早期に１０００円に到達させる視点で、改定審議を」「全国・全産業一律の最低賃金制」「中小企業

支援策の強化・下請け法などの改正」 

・「最低賃金を１０００円以上に引き上げる」  団体署名２３８筆、個人署名５，６２２筆。 

＊ 働く女性の人権センターいこる  

「１４００円以上に引き上げ」「中小企業の経営破たんを招くというなら、その根拠を説明されたい」 

＊大阪労連青年部    

「大阪府最賃時給１４００円以上、日額１０，０００円以上、月額２０万円以上」「全国一律最低賃金

を確立し、当面時間給１０００円以上に」 

＊労働組合江戸川ユニオン                   

「安心して生活するために最低賃金を１０００円以上に」  

＊社団法人 大阪タクシー協会                 

「名目３％、実質２％を上回る成長が引き上げの前提であり、大幅引き上げに強く反対する」 

○大阪府最低賃金の改正に関わる意見     （４名の意見陳述）                      

■ 大阪労連 宮武事務局長  （意見書全文は別紙） 

 今年は、毎年引き上げられてきた最低賃金引き上げの流れを強く大きくし、最賃時給１０００円以上

を一刻も早く実現するのか、それともこの流れを押しとどめ、日本の貧困問題解決を遠のけるかが問わ

れている。最賃の国際比較、中小企業支援策の低さをパネルを使ってしっかりと意見陳述をしました。 

■ ＵＩゼンセン同盟 ダイエーユニオン 奥田さん 

 連合リビングウェッジ８７０円の今年度達成を求め、その理由を３点述べました。①非正規労働者の

社会的背景。低賃金・不安定、２００万円以下の非正規労働者が３４％となり、１７５５万人に増加し

ている。②非正規労働者の就労生活実態。ほとんどの時給労働者は労組に組織されていないので、法定

最低賃金の引き上げが賃上げとなっている。時給７７９円では月額１３万５千円にしかならず、憲法の

権利が損なわれている。雇用確保、内需拡大、そのために最賃引き上げを。③最低賃金法の遵守。最低

賃金法目的は「労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争

の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」とされている。今の最低賃金では、

労働者の生活の安定はえられない。 

■ ＮＰＯ法人 シングルマザース・フォーラム 社納さん 

店で１０年近く働くパート労働者は３人の子どもをかかえたシングルマザー。バイトに仕事を教え、 



店長がいない時は代わりの役割を果たしている。仕事は深夜１時～朝９時まで、休憩なく働いているが、

朝方に１時間の休憩があり、自転車で家に帰り子どもの弁当を作り、また仕事に戻っている。時間給は

８５０円と諸手当、深夜に働くのは２５％割り増しがあるから。油処理など危険な仕事を率先してやっ

ているが、仕事を確保し、労働時間を確保し、若い人以上に働けることをアピールするため。自分が一

人前と認められることが、こんなにも難しいのか！ 普通に働き、普通に生活できる、誰もが安心して

働くために最低賃金は基礎中の基礎。 

■ 社団法人 大阪タクシー協会 副会長 

 最低賃金の大幅引き上げに反対する。タクシーは労働時間が売上とはならない。法人・個人の努力に

限界があり、売上げが減少している。最終的にはタクシーの最低賃金適用の除外を求めている。個人タ

クシーは自営業であり、同一労働をしているが、事業の公正な競争から問題。労働基準法・最低賃金法

適用は問題がある。タクシーは高齢の年金受給者も働いていて、最低賃金適用はそぐわない。  

        傍聴をした自交総連・庭和田書記長より 

なげかわしい、法人は「襟を正せ」と言いたい。そもそも０２年２月１日の道路運送法改正により、車

が増え、労働者は最低賃金を得られなくなるということは解っていた。今、減車の動きで３千台減らし

ているが、今でも車の２０％が止まっている。需給バランスを取れば良いことで、最賃がどうのこうの

とはならない。利用する人がちゃんとした生活ができない限り、タクシーに乗ろうということにはなら

ない。最低賃金の大幅な引き上げが必要だ。                      

   

約５０名が参加。宮武事務局長が「最賃引き上げとともに公務員の賃下げ反対で集会を開催している。

今年、震災を理由にストップをかける圧力が強まっているが、低額な最賃目安は許されない」と挨拶。

日本共産党の曽呂利府会議員は「最低賃金１０００円は緊急かつ主要な問題で、連合のアンケートでも

『最低賃金が低すぎる』と７割が回答している。自治体でも非正規労働者が３割となり、公契約の確立

が必要」と連帯の挨拶を行いました。大商連からは連帯のメッセージが届きました。（別紙） 

☆ 大阪国公  大石書記長 

 ６月３日、国家公務員の賃金を３年にわたり５～１０％引

き下げるという閣議決定が一部労組との合意で行われたが、

国公は一貫して反対している。人件費２割削減には何の根拠

もなく、民間６２５万人に影響し、家計消費は２．６兆円減、

ＧＤＰは３兆円減になる。人事院総裁も遺憾と述べている。

スト権を与えず、協約前に内閣の事前承認がいるという公務

員制度関連法案は抜本改正を！ 

 ☆ 生協労連   

 ２人の子どもをかかえて単身で働いている。短大に子どもが入学する時、入学金、授業料を一括で支

払わなければならず、貯蓄がなかったので借りた。正直、進学させることを迷ったが、子どもに夢を断

念させられないと思った。仕事はほとんど同じなのに納得できない。健康で安心して暮らすため、子ど

もが将来の夢を持てるため、最低賃金を１０００円に。 

☆ 青年部 

 ６月に京都と一緒に最賃体験を行い、３４人が挑戦し１３人から報告をもらった。１人暮らしの人は



１人を除き、みんなマイナスになった。親と同居の青年はクリアした。青年はいつか親を支え、子ども

をつくる。働いているので生活保護より高くて当たり前だと思う。日本を担う世代の生活保障を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ♪３６５歩のマーチの替え歌 

 幸せは～ 歩いてこない、 だから歩いて行くんだよ！ 

みんなの要求 大きく掲げ  人間らしく生きたいよ 

最低賃金１０００円にあげて パートも派遣も正規職員も 

みんなで豊かに暮らしたい  全国一律最賃を！ 

胸を張って 足を上げて  １０００円、１０００円、 

１０００円にあげて！ 

   

 

   労働者の賃金が上がらないのは    教職員の働き方が過密に。 

郵便ポストに十円玉を２つ  最低賃金があまりに低く押さえら   休憩さえ取れず、朝の７時から 

つけたかぶりもので、時給  れているからだ。１８歳で人生を   夜の１０時１１時まで働く人が 

が最賃＋２０円をアピール  あきらめなければいけない社会を   いる。働きすぎて人間らしい生    

郵産労           変えよう。  ＪＭＩＵ            活ができない。  大教組 
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